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「指定介護老人福祉施設」 

契約書別紙（兼重要事項説明書） 

 

  サービスの提供開始にあたり、当事業者が利用者に説明すべき重要事項は、次のとおりです。 

 

１．施設経営法人の概要 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人 天龍会 

主たる事務所の所在地 〒８６６－００７３ 八代市本野町２０７６番地 

代表者（職名・氏名） 理事長 福田 リツ子 

設 立 年 月 日 昭和６３年６月８日 

電 話 番 号 （０９６５）３３―３８１３ 

 

２．ご利用施設の概要 

ご利用事業所の名称 特別養護老人ホームすずらんの里 

サ ー ビ ス の 種 類 指定介護老人福祉施設 

事 業 所 番 号 ４３７０２００４１４ 

事 業 所 の 所 在 地 〒８６９－５１６１ 八代市葭牟田町４３５番地 

電 話 番 号 （０９６５）３９―７５１１ 

指定更新年月日・開設年月日 令和８年４月１日 平成１１年４月１日 

利 用 定 員 定員５０人 

 

３．施設の目的と運営の方針 

事業の目的 

指定介護老人福祉施設は、介護保険法令に従い、ご契約者（利用者）が、

その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう

に支援することを目的として、ご契約者に日常生活を営むために必要な居室

及び共用施設等をご利用いただき、介護福祉施設サービスを提供します。 

この施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要

とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な方がご利用いただけま

す。 

運営の方針 

1.活力ある生活の拠点としてのホーム 

 お年寄りを家族の一員として親身にお世話をし、生きがいと希望を見出し

笑顔の絶えない活力のある生活の享受に務める。 

2.ゆとりと活力ある職場つくりで、職員の資質の向上を図る 

3.社会資源としての施設 

 

令和８年６月版 
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４．施設の概要 

※ 居室の変更：ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況に 

より、施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する 

場合があります。その際には、ご契約者やご家族等と協議のうえ決定するものとします。 

 

５．施設の職員体制 

  主な職員の配置状況と職務内容は下記のとおりです。 

（主な職員の配置状況）                 

職   種 勤務の形態・配置数 指定基準 

施設長 常勤・兼務     １名 １名 

生活相談員 常勤・専従     １名以上 １名 

介護職員 
常勤・専従／非常勤・専従  

       合計 １９名以上 ２３名 
（利用者３名に対し 

  １名以上配置） 看護職員 
常勤・専従／非常勤・専従 

合計４名以上 

機能訓練指導員 常勤・専従     １名以上 １名 

介護支援専門員 常勤・専従     １名以上 １名 

医 師（嘱託医師） 非常勤       １名以上 １名 

管理栄養士 常勤・専従     １名以上 １名 

 ※介護・看護職員の指定基準については、前年度の特別養護老人ホームと短期入所生活介護

の利用者数を合算した利用者数により算出されます。 

 

 

 

建物の構造 鉄筋コンクリート造 地上２階 

建物の延べ面積 ２，５７１．５㎡ 

当施設では、以下の居室・設備をご用意しています。入居される居室の希望がございました

ら、その旨お申し出下さい。（但し、ご契約者の心身の状況や居室の空き状況によりご希望に添

えない場合もあります。） 

居室等の 

概要 

居室・設備の種類 室数 備     考 

１人部屋 

２人部屋 

４人部屋 

  ６室 

１０室 

  ６室 

ナースコール、収納庫、トイレ(４室)、浴室(２室)、 

ナースコール、収納庫 

ナースコール、収納庫、トイレ(４室)、洗面台(４室) 

合   計 ２２室 一部酸素吸入器設置（２室） 

食   堂 １室 車椅子用テーブル、洗面所、消毒器 

機能訓練室   １室 

［主な設置機器］滑車運動器、磁力線温熱治療器・交流電圧電

位治療器・マイクロ波治療器・ろく朴・平行棒・全身マッサ

ージ器・足マッサージ器 

浴   室   ４室 特殊浴槽、個室浴（２）、一般浴《リフト完備》 

医 務 室   １室 高圧滅菌器、処置台 
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（配置職員の職務） 

従業者の職種 職務内容 

施設長 施設職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

生活相談員 

利用者からの相談に応じ、その心身の状況等に応じて、適切な居宅サー

ビス又は施設サービスを利用できるよう、市町村、居宅サービス事業 

者、介護保険施設等との連絡調整に従事すると共に、利用者の入退所、

生活指導及び介護の企画立案、実施に関する業務に従事する。 

介護職員 利用者の日常生活の介護、指導及び援助業務に従事する。 

看護職員 医師の診療補助及び指示を受けて利用者の看護、保健衛生に従事する。 

機能訓練指導員 利用者の機能回復に必要な訓練及び指導に従事する。 

介護支援専門員 

利用者の有する能力、置かれている環境等の評価に基づき、利用者が自

立した日常生活が営むことができるように支援するうえで解決すべき課

題を把握し、施設の他の従業者と協議のうえ、施設の提供するサービス

の目標、その達成時期、サービスの内容、サービスを提供するうえで留

意すべき事項を記載した施設サービス計画案を作成する。 

医師（嘱託医師） 利用者の診療及び保健衛生の管理指導に従事する。 

管理栄養士 
利用者の栄養並びに身体の状況及び嗜好を考慮し、適切な食事の提供に

努める。 

 

６．職員の勤務体制 

（主な職種の勤務体制） 

職    種        勤 務 体 制 

施設長  勤務時間 8：00 ～ 17：00  常勤で勤務 

生活相談員 勤務時間 8：00 ～ 17：00  常勤で勤務 

介護職員 

 標準的な時間帯における配置人員 

早 出   6：00 ～ 15：00   ３名 

 日 勤   8：00 ～ 17：00   ４名 

 遅 出   9：30 ～ 18：30   ４名 

 遅 出  18：00 ～ 22：00   １名 

夜 勤  16：00 ～ 10：00   ２名 

 深夜勤  22：00 ～  7：00      １名 

看護職員 

 標準的な時間帯における配置人員 

 早 出   7：00 ～ 16：00   １名 

日 勤   8：00 ～ 17：00   １名 

 遅 出   9：30 ～ 18：30   １名 

機能訓練指導員  勤務時間  8：30 ～ 17：30    常勤で勤務 

介護支援専門員 勤務時間  8：00 ～ 17：00  常勤で勤務 

医師 
磧本胃腸科外科医院      毎週 水曜日 15：00～16：00 

後藤胃腸科肛門科クリニック  毎週 水曜日 13：00～14：00 

管理栄養士  勤務時間  8：00 ～ 17：00  常勤で勤務 
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７．提供するサービスの内容 

（１） 介護保険の給付対象となるサービス 

サービス種類 サービス内容 

施設サービス

計画の作成 

施設サービス計画を作成します。 

・施設サービス計画は、計画担当介護支援専門員が施設サービス計画につい

て、入所者又はその家族に対して説明し、同意を得たうえで作成します。 

・施設サービス計画には、入所者及びその家族の生活に対する意向、総合的

な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、施設サービスの目標及びその

達成時期、施設サービスの内容、施設サービスを提供する上での留意事項

を記載します。 

・施設は、原則として６月に１回以上、若しくは入所者又はその家族の要請

に応じて、計画担当介護支援専門員に、施設サービス計画について変更の

必要があると認められた場合には、入所者又はその家族と協議して、施設

サービス計画を変更するものとします。 

・施設は、施設サービス計画を作成又は変更した場合には、入所者又はその

家族に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。 

食事 

・管理栄養士による適切な栄養管理のもと、利用者の嗜好や心身状況に配慮

したバラエティ豊かな食事を提供します。 

・適切な栄養管理を行うため、栄養ケア計画を作成し、これに基づいた食事

の提供を行います。 

・医師の指示に従って、必要な療養食を提供し、健康管理に努めます。 

・食事はできるだけ離床して食堂で食べていただけるように配慮します。ま

た、可能な限り、経口で摂取できるよう努めます。 

・食事の時間・メニュー・場所について、可能な限り利用者の希望に基づい

て、選択できるよう最大限の配慮を行います。 

  （標準的な食事時間）朝食 8：00  昼食 12：00  夕食 17：00 

入浴 

・入浴又は清拭を週２回以上行います。 

・寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

・入浴の回数・曜日・時間・浴槽等利用者の希望や要望に配慮した援助に努

めます。 

排泄 

・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行い

ます。 

・プライバシーを保護する環境を整えます。 

機能訓練 

・機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送

るのに必要な機能の回復またはその減退を防止するための訓練を実施しま

す。 

健康管理 

・医師や看護職員が健康管理を行います。 

・医療機関への受診が必要な時は通院や搬送の介助を行います。ただし、医

療機関受診に対する診療代、薬剤費等は実費になります。 

・感染症または食中毒が発生し、またはまん延しないよう衛生管理を行いま

す。 

・インフルエンザ等の予防接種を行います。（任意）嘱託医が問診・接種し
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ますが、その費用は実費になります。 

離床・着替え

・整容等 

・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・清潔で快適な生活がおくれるよう、適切な整容が行われるよう援助します 

・褥瘡が発生しないよう適切な介護を行います。 

レクリエーシ

ョン 

 

 

 

 

 

 

 

その他（毎月行事）  ・誕生会 

主 な 行 事 

１月 初詣 

２月 節分豆まき 

３月 ひなまつり茶話会 

４月 花見 

５月 しょうぶ湯 

６月 あじさい見学 

７月 七夕会 

８月 一日ビアガーデン 

９月 敬老会、お月見茶話会 

１０月 花火大会 

１１月 文化祭 

１２月 もちつき 

相談及び援助 

・利用者とその家族からのご相談に応じます。 

・利用者が日常生活上必要な行政手続き等の援助を行います。 

・日常生活品や嗜好品の購入代行、支払代行等（衣服、歯ブラシ等日用品の

購入代行、支払代行等を行いますが、購入代金は実費になります） 

 

＜費用＞ 

 ☆ 原則として料金表の基本利用料に介護保険負担割合証に記載された負担割合（1 割、2 割、

3割）を乗じた額が利用者の負担額となります。利用者負担額減免を受けている場合は、減

免率に応じた負担額となります。 

 ☆ ご契約者が要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額を一旦お支払

いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻

されます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必

要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

 ☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担

額を変更します。 

 

＜料金表＞ 

○介護サービス費〔従来型個室・多床室（２人部屋・４人部屋）〕 

 
介護福祉施設サービス費（１日につき） 

基本利用料 利用者負担金（＝基本利用料の 1 割） 

要介護１ ５，８９０円 ５８９円 

要介護２ ６，５９０円 ６５９円 

要介護３ ７，３２０円 ７３２円 

要介護４ ８，０２０円 ８０２円 

要介護５ ８，７１０円 ８７１円 

 

○加算 

種  類 要  件 基本利用料 利用者負担金 
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日常生活継続支援加算 

①新規入所者のうち要介護４及び５の方が

70％以上または認知症の方が 65％以上ま

たはたんの吸引等が必要な方が 15％以

上。②介護福祉士を 9 名以上配置 

３６０円／日 ３６円／日 

看護体制加算（Ⅰ） 常勤の看護師を１名以上配置 ６０円／日 ６円／日 

看護体制加算（Ⅱ） 看護職員を基準より１名以上配置 １３０円／日 １３円／日 

夜勤職員配置加算（Ⅰ） 夜間配置職員を基準より１名以上配置 ２２０円／日 ２２円／日 

個別機能訓練加算（Ⅰ） 

個別機能訓練計画に基づき、計画的に機能

訓練を行う。 

常勤の機能訓練指導員の配置 
１２０円／日 １２円／日 

若年性認知症利用者 

受入加算 

若年性認知症利用者に対してサービスを行

い、受け入れた若年性認知症利用者ごとに

個別の担当者を定める 
１，２００円／日 １２０円／日 

入院・外泊時加算 

利用者が入院及び外泊した場合６日を限度

として加算（ただし、入院・外泊の初日及

び末日のご負担はありません） 
２，４６０円／日 ２４６円／日 

外泊時在宅サービス 

利用費用 

居宅への外泊中に、施設から提供される在

宅サービスを利用した場合。（１月に６日

間を限度） 
５６０円／日 ５６円／日 

福祉施設初期加算 入所日から３０日以内の期間 ３００円／日 ３０円／日 

再入所時栄養連携加算 

入所者が医療機関に入院し、厚生労働大臣

が定める特別食等が必要となった場合に管

理栄養士が入院先の管理栄養士と連携し

て、再入所後の栄養管理に関する調整を行

った場合。 

２，０００円／回 ２００円／回 

退所前訪問相談援助加算 
入所中１回限り（入所後早期に必要と認め

られる場合は２回） ４，６００円／回 ４６０円／回 

退所後訪問相談援助加算 退所後１回限り ４，６００円／回 ４６０円／回 

退所時相談援助加算 １人につき１回限り ４，０００円／回 ４００円／回 

退所前連携加算 １回限り ５，０００円／回 ５００円／回 

退所時情報提供加算 

医療機関へ退所する入所者等に対して、退

所後の医療機関に対して入所者等を紹介す

る際、当該入所者の心身の状況、生活歴等

を示す情報を提供した場合 

１回限り 

２，５００円／回 ２５０円／回 

退所時栄養情報連携加算 

管理栄養士が、退所先の医療機関等に対し

て、当該者の栄養管理に関する情報を提供

した場合 
７００円／回 ７０円／回 

栄養マネジメント強化 

加算 

管理栄養士を 1 人以上配置。低栄養リスク

が高い入所者に対し、栄養ケア計画に従い

週 3 回以上食事の観察を行う。入所者ごと

の栄養状態等の情報を厚生労働省に提出 

１１０円／日 １１円／日 

経口移行加算 

経管により食事を摂取する利用者が、経口

摂取を進めるために、医師の指示に基づく

栄養管理を行う場合 

（１８０日を限度） 

２８０円／日 ２８円／日 

経口維持加算（Ⅰ） 

摂食機能障害や誤嚥を有するものに対し

て、食事の観察及び介護等を行い、経口維

持計画を作成した上で、医師又は歯科医師

の指示に基づき、栄養管理を行った場合 

４，０００円／月 ４００円／月 

経口維持加算（Ⅱ） 

経口維持加算（Ⅰ）において行う食事の観

察及び会議等に医師、歯科医師等が加わっ

た場合 
１，０００円／月 １００円／月 
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口腔衛生管理加算（Ⅰ） 

歯科医師または歯科医師の指示を受けた歯

科衛生士が、介護職員に対する口腔ケアに

かかる技術的助言及び指導を年２回以上行

った場合 

９００円／月 ９０円／月 

療養食加算 医師の指示に基づく療養食を提供した場 ６０円／食 ６円／食 

配置医師緊急時対応 

加算 

①配置医師が施設の求めに応じ、早朝・夜

間又は深夜に施設を訪問し入所者の診療を

行った場合 

②入所者の病状の急変等に備えるため、あ

らかじめ配置医師による対応その他方法に

よる対応方針を定めておく 

③入所者に対する緊急時の注意事項や病状

等についての情報共有の方法及び曜日や時

間帯ごとの医師との連絡方法や診察を依頼

するタイミングなどについて、配置医師と

施設の間で、具体的な取り決めを行ってい

る 

④複数名の配置医師を置いている 

早朝・夜間の場合 

６，５００円／回 

 

深夜の場合 

１３，０００円／

回 

 

勤務時間外の場合 

３，２５０円／回 

早朝・夜間の場合 

６５０円／回 

 

深夜の場合 

１，３００円／

回 

 

勤務時間外の場合 

３２５円／回 

看取り介護加算（Ⅰ）：医師が終末期であると判断し、関連職種が共同して看取り介護を行った場合に、 

死亡日前４５日を限度として加算 

（１） 死亡日前３１～４５日 ７２０円／日 ７２円／日 

（２） 死亡日前４～３０日 １，４４０円／日 １４４円／日 

（３） 死亡日の前日・前々日 ６，８００円／日 ６８０円／日 

（４） 死亡日 １２，８００円／日 １，２８０円／日 

看取り介護加算（Ⅱ）： 

①医師が終末期であると判断し、関連職種が共同して看取り介護を行った場合。②医療提供体制を整備

し、施設で看取った場合や時間帯ごとの医師との連絡方法や診察を依頼するタイミングなどについて、配

置医師と施設の間で、具体的な取り決めを行っている場合。③複数名の配置医師を置いている。④死亡日

前４５日を限度として加算。 

（１） 死亡日前３１～４５日 ７２０円／日 ７２円／日 

（２） 死亡日前４～３０日 １，４４０円／日 １４４円／日 

（３） 死亡日の前日・前々日 ７，８００円／日 ７８０円／日 

（４） 死亡日 １５，８００円／日 １，５８０円／日 

在宅・入所相互利用 

加算 

複数の利用者が同一居室を在宅期間及び入

所期間（入所期間については 3 ヶ月を限

度）を計画的に利用する場合 
４００円／日 ４０円／日 

認知症専門ケア加算

（Ⅰ） 

①入所者総数のうち、対象者の占める割合

が１／２以上 

②認知症介護に係る専門的な研修を修了し

ている者を規定数以上配置し、チームとし

て専門的な認知症ケアを実施している。 

③認知症ケアに関する留意事項の伝達また

は技術的指導に係る会議を定期的に開催し

ている。 

３０円／日 ３円／日 

認知症行動・心理症状緊

急対応加算 

医師が認知症の行動・心理症状が認められ

るため、在宅での生活が困難であり、緊急

に入所することが適当と判断した場合。

（７日を限度） 

２，０００円／日 ２００円／日 

褥瘡マネジメント加算

（Ⅰ） 

入所者の褥瘡発生を予防するため、褥瘡発

生と関連の強い項目について、定期的な評

価を実施し、その結果に基づき計画的に管

理する場合。 

３０円／月 ３円／月 
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褥瘡マネジメント加算

（Ⅱ） 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）の算定要件を

満たしており、入所時褥瘡のリスクの発生

があるとされた入所者に褥瘡の発生がな

い。 

１３０円／月 １３円／月 

科学的介護推進体制加算

（Ⅰ） 

①入所者ごとの ADL 値、栄養状態、口腔機

能、認知症の状況その他の入所者の心身の

状況等に係る基本的な情報を厚生労働省に

提出 

②必要に応じてサービス計画を見直すな

ど、①の情報その他サービスを適切かつ有

効に提供するために必要な情報を活用して

いる場合 

４００円／月 ４０円／月 

科学的介護推進体制加算

（Ⅱ） 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）に加え疾病

の状況を厚生労働省に提出している場合 ５００円／月 ５０円／月 

安全対策体制加算 

外部の研修を受けた担当者が配置され、施

設内に暗円対策部門を設置し、組織的に安

全対策を実施する体制が整備されている場

合。（入所時に 1 回） 

２００円／回 ２０円／回 

特別通院送迎加算 

透析を要する入所者であって、その家族や

病院等による送迎が困難であるなどやむを

得ない事情があるものに対して、１ヶ月に

１２回以上通院のための送迎を行った場合 

５，９４０円／回 ５９４円／回 

高齢者施設等感染対策向

上加算（Ⅰ） 

①第二種協定指定医療機関との間で、新興

感染症の発生時等の対応を行う体制を確

保していること。 

②協力医療機関等との間で新興感染症以外

の一般的な感染症の発生時における診療

等の対応を取り決めるとともに、協力医

療機関等と連携の上、適切な対応を行っ

ていること。 

③感染症対策にかかる一定の要件を満たす

医療機関等や地域の医師会が定期的に主

催する感染対策に関する研修または訓練

に参加していること。 

１００円／月 １０円／月 

新興感染症等施設療養費 

入所者が別に厚生労働大臣が定める感染症

に感染した場合に相談対応、診療、入院調

整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該

感染症に感染した入所者等に対し、適切な

感染対策を行った上で、該当する介護サー

ビスを行った場合 

２，４００円／日 ２４０円／日 

生産性向上推進体制加算

（Ⅱ） 

①利用者の安全並びに介護サービスの質の

確保及び職員の負担軽減に資する方策を検

討する委員章において必要な検討を行い、

当該事項の実施を定期的に確認している 

②介護機器を活用している 

③事業年度ごとに②及び①の実績を厚生労

働省に報告する 

１００円／月 １０円／月 

協力医療機関連携加算 

協力医療機関との間で、入所者の病歴等の

情報を共有する会議を定期的に開催してい

る場合 
５００円／月 ５０円／月 

介護職員等処遇改善加算

（Ⅰ）ロ 介護サービス費及び各種加算を加えた総合計金額に１７．６％を乗じた金額 

 

○その他の介護給付サービス減算 

身体拘束未実施減算 身体拘束の基準を満たしていない場合 ▲１０％／日 

高齢者虐待防止措置未実

施減算 

虐待の発生または再発を防止するための

措置が講じられていない場合 ▲１％／日 

業務継続計画未実施減算 
感染症もしくは災害のいずれかまたは両

方の業務継続計画が未策定の場合 ▲３％／日 
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安全管理未実施減算 
事故の発生または再発防止するための措

置が講じられていない場合 ▲５０円／日 ▲５円／日 

栄養管理未実施減算 栄養管理の基準を満たしたいない場合 ▲１４０円／日 ▲１４円／日 

（注意１）上記の利用者負担金の額は、自己負担 1割の場合を記載しております。 

（注意２）上記の基本利用料は厚生労働大臣が告示で示す金額であり、これが改定された場合

は、これら基本利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい

基本利用料を書面でお知らせします。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

○食事の提供に要する費用（食材料費及び調理費） 

  利用者に提供する食事の材料費及び調理費にかかる費用です。 

  実費相当額の範囲内にて負担していただきます。ただし、介護保険負担限度額認定証の発

行を受けている方につきましては、その認定証に記載された食費の金額（１日当たり）の

ご負担となります。 

【令和８年７月末日まで】 

 利用者負担第４段階の方 利用者負担第１～３段階の方 

食事の提供に要する費用 １，６２０円（日額） １，４４５円（日額） 

 

【令和８年８月１日から】 

 利用者負担第４段階の方 利用者負担第１～３段階の方 

食事の提供に要する費用 １，７５０円（日額） １，５４５円（日額） 

 

○居住に要する費用（光熱水費及び室料（建物設備等の減価償却費等）） 

  この施設及び設備を利用し、滞在されるにあたり、多床室利用者の方には光熱水費相当額、

個室利用の方には光熱水費相当額及び室料（建物設備等の減価償却費等）を、ご負担して

いただきます。ただし、介護保険負担限度額認定証の発行を受けている方については、そ

の認定証に記載された居住費の金額（１日当たり）のご負担となります。 

   ※外泊・入院期間中に部屋が確保されている場合は、居住費を入院外泊の翌日から６日

を限度としてご負担いただきます。 

 居住に要する費用 
利用者負担第１～４段階の方 

多床室（２・４人室） 従来型個室 

利用者負担額 ９１５円（日額） １，２３１円（日額） 

 

（３）支払い方法 

 （１）及び（２）の利用料（利用者負担分の金額）は、１ヶ月ごとにまとめて請求します

ので、次のいずれかの方法によりお支払いください。 

 

支払い方法 支払い要件等 

口座引き落とし 

サービスを利用した月の翌月の２０日（祝休日の場合は直前の平日）に 

利用者が指定する下記の口座より引き落とします。 

※領収書は、入金確認後に発行し、翌月の請求書に同封いたします。 

※領収証の再発行はいたしておりませんので予めご了承下さい。 
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現金払い 

サービスを利用した月の翌月の２５日（休業日の場合は直前の営業日） 

までに、現金でお支払いください。 

※領収書は、支払いを受けた日に発行してお渡しいたします。 

※領収証の再発行はいたしておりませんので予めご了承下さい。 

 

８．入所中の医療の提供について 

   医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療治療

を受けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証する

ものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を義務づけるものでもあり

ません。） 

 

① 嘱託医療機関 

 医療機関の名称 磧本胃腸科外科医院 後藤胃腸科肛門科クリニック 

医    師    名 磧本 信男 後藤 達哉 

 所  在  地 八代市松江町 168-1 八代市迎町 2丁目 15-14 

 診  療  科 内科、外科、胃腸科、肛門科 内科、外科、消化器科、肛門科 

 

② 協力医療機関 

医療機関の名称 磧本胃腸科外科医院 八代市医師会立病院 

 所  在  地 八代市松江町 168-1 八代市平山新町 4438-3 

 診  療  科 内科、外科、胃腸科、肛門科 内科、神経内科、呼吸器科他 

 

 

 

 

 

 

③ 協力歯科医療機関 

医療機関の名称 増田歯科医院 

所  在  地 八代市本町 1丁目 10-36 

診  療  科 歯科、矯正歯科 

 

９．施設を退所していただく場合 

 当施設との契約では、契約が終了する期日は特に定めていません。したがって、以下のよう

な事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、仮に下記各号に該当する

に至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退所していただくことになります。

 ①要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合 

 ②事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖した場合 

 ③施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合 

 ④当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

医療機関の名称 熊本総合病院 

所  在  地 八代市通町 10-10 

診  療  科 
内科、外科、整形外科、 

耳鼻科、泌尿器科、婦人科他 
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 ⑤ご契約者から退所の申し出があった場合（詳細は以下をご拳照下さい。） 

 ⑥事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

 

（１）ご契約からの退所の申し出（中途解約・契約解除） 

   契約の有効期間であっても、ご契約者から当施設の退所を申し出ることができます。そ

の場合には、退所を希望する日の７日までに解約届出書をご提出下さい。 

   ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。 

  ①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

  ②施設の運営規程の変更に同意できない場合 

  ③ご契約者が入院された場合 

  ④事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福祉施設サービス

を実施しない場合 

  ⑤事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

  ⑥事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財物・信用等を

傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる

場合 

  ⑦他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがあ

る場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

 

（２）事業者からの申し出により退所していただく場合（契約解除） 

   以下の事項に該当する場合には、当施設から退所していただくこともあります。 

①ご契約者が、契約締結時に、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこ

れを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じ

させた場合 

②ご契約者によるサービス利用料金の支払いが２カ月以上遅延し、相当期間を定めた催促

にも拘らずこれが支払われない場合 

③ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者

等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、

本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

④ご契約者が連続して３ヶ月以上病院又は診療所に入院すると見込まれる場合もしくは入

院した場合 

⑤ご契約者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護医療院に入院した場合 

  ⑥ご契約者またはその家族等によるセクシャルハラスメントやパワーハラスメント等のハ

ラスメント言動（カスタマーハラスメント）が認められ、本契約を継続しがたい重大な

事情を生じさせた場合 

 

（３）契約者が病院等に入院した場合の取扱いについて 

  当施設に入所中に、医療機関への入院の必要性が生じた場合の対応は、以下のとおりです。 

  ①検査入院等６日間以内の短期入院の場合 

    ６日間以内で入院された場合は、退院後再び施設に入所することができます。但し、

入院期間中であっても所定の利用料金をご負担いただきます。 

      ２４６円及び居住費（料金表参照） 
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  ②７日間以上３ケ月以内の入院の場合 

    ７日間以上入院される場合には、契約についてご相談させていただき、解約とさせて

いただく場合があります。ただし、契約を解除した場合で、３カ月以内に退院された場

合には、再び施設に優先的に入所できるよう努めます。また、施設が満室の場合でも、

短期入所生活介護（ショートステイ）を優先的に利用できるよう努めます。 

  ③３ケ月以内の退院が見込まれない場合 

    ３ケ月以内の退院が見込まれない場合には、契約が解除されます。この場合には、当

施設に再び優先的に入所することはできません。 

 

（４）円満な退所のための援助 

   ご契約者が当施設を退所する場合には、ご契約者の希望により、事業者はご契約者の心

身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な、以下の援助をご契

約者に対して速やかに行います。 

 ①適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介 

 ②居宅介護支援事業者及び介護予防支援事業者の紹介 

 ③その他、保健、医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 

 

１０．残置引取人 

 入所契約が終了したあと、当施設に残されたご契約者の所持品（残置物）をご契約者自身が

引き取れない場合に備えて「残置物引取人」を定めていただきます。当施設は、「残置物引取

人」に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。また、引き渡しにかかる費用について

は、ご契約者又は「残置物引取人」にご負担いただきます。 

  ※ 入所契約締結時に残置物引取人が定められない場合であっても、入所契約を締結する

ことは可能です。 

 

１１．事故発生防止及び発生時の対応 

（１）適切かつ迅速な応急措置を行います。 

       事故が生じた時は、利用者の生命、身体及び健康を最優先し、利用者に対して適切

かつ迅速な応急措置を講じます。 

（２）事故内容の把握 

       事故報告書を作成し、事故に至った経緯や原因を把握します。 

（３）利用者の家族への連絡 

       事故発生後、できるだけ速やかに事故の経緯を報告します。また、事故後に施設が

とった措置や経過についても適宜に利用者の家族へ報告いたします。 

（４）関係機関等への連絡 

       担当介護支援専門員及び必要に応じて行政機関等、関係機関へ事故の報告をします。 

（５）事故再発防止の措置 

       事故の分析を通じた改善策を職員に周知徹底する体制を整備します。 

       事故防止のための委員会や職員研修を定期的に行います。 

※当施設では、利用者すべての方に施設負担による傷害保険に加入しております。万一の事

故の場合、保険適応範囲内において対応いたします。（あいおい損害保険株式会社） 
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１２．緊急時の対応 

  （１）利用者に病状の急変が生じた場合、その他の必要な場合は、速やかに 24時間体制で

看護職員、嘱託医師または協力医療機関、緊急連絡先（ご家族等）への連絡を行いま

す。 

（２）利用者に病状の急変が生じた場合、その他の必要な場合に備えて、あらかじめ、嘱

託医師との連携方法その他の緊急時等における対応方法を定めておきます。 

 

１３．身体拘束の禁止 

  原則として、入所者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。ただ

し、緊急やむを得ない理由により拘束をせざる得ない場合には、事前に入所者及び代理人へ

十分な説明をし、同意を得るとともに、その様態及び時間、その際の入所者への心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由について記録します。 

 

１４．高齢者虐待の防止、尊厳の保持 

  入所者の人権の擁護、虐待防止のために、研修等を通して従業員の人権意識の向上に努め、

入所者の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。 

  入所者の人権及びプライバシーの保護、ハラスメントの防止等のための従業者教育を行い

ます。 

 

１５．守秘義務に関する対策 

  施設及び従業者は、業務上知り得た入所者及び代理人の秘密を洩らさないことを厳守しま

す。また、退職後においてもこれらの秘密を厳守すべき旨を、従業者との雇用契約の内容と

しています。 

 

１６．個人情報の利用目的 

  個人情報保護法第５７条の規程により、本事業所では個人情報の利用目的を別途定め、ご

契約者及びその家族の尊厳を守り、安全管理に配慮し、個人情報の適正な管理・利用に努め

ます。 

（１）個人情報の適切な取得、管理、利用、開示、委託 

     ①  個人情報の取得にあたり、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を取得し、

利用目的を通知または公表し、その範囲内で利用します。 

② 個人情報の取得・利用・第三者提供にあたり、本人の同意を得ることとします。 

    ③ 当法人が委託する医療・介護関係事業者は、業務の委託に当たり、個人情報保護法と

ガイドラインの趣旨を理解し、それに沿った対応を行う事業者を選定し、かつ秘密保持

契約を締結した上で情報提供し、委託先への適切な監督をします。 

（２）個人情報の安全確保の措置 

     ① 当法人は、個人情報保護の取り組みを全役職員等に周知徹底させるために、個人情報

保護に関する規程類を整備し、必要な教育を継続的に行います。 

     ② 個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失、またはき損の予防及び是正の

ため、当法人内において規程を整備し安全対策に努めます。 

（３）個人情報の開示・訂正・更新・利用停止・削除等への対応 

    当法人は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・更新・利用停止・削除等の申

し出がある場合には、速やかに対応します。 
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（４）苦情の処理 

当法人は、個人情報取扱に関する苦情に対し、適切かつ迅速な処理に努めます。 

 

１７．非常災害対策 

（１）施設は、当施設の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じ、感染症や事象別の 

非常災害の発生時において、サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体 

制で早期の業務再開を図るための計画を整備し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講 

じます。 

（２）施設は、非常災害に備えて避難、救出その他必要な研修、訓練を定期的に実施します。 

（３）施設は、前項に規定する訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携 

に努めます。 

（４）八代市広域行政事務組合への消防計画作成届出日：平成 28年 6 月 1 日 

   防火管理者：垣原 勝美 

（５）防火設備 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

消火器 １５ 非常警報設備 あり 

スプリンクラー設備 あり 誘導灯 あり 

自動火災報知器設備 あり 自家発電装置 あり 

火災通報装置 あり 非常階段 あり 

 

１８．苦情相談窓口 

 利用者からの苦情に適切に対応する体制を整備し、苦情解決に努めます。 

（１）サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。 

事業所相談窓

口 

電話番号  （０９６５）３９－７５１１ 

苦情解決責任者 福田 道子 

苦情受付担当者  垣原 勝美 

面接場所 当事業所の相談室等 

（２）苦情申し出人は、第三者委員に面接苦情を申し出ることや、苦情解決のための話し合い

に際し、助言や立会いを求めることができます。 

第三者委員 

岡本 光夫（社会福祉法人天龍会 監事） 

【連絡先】 

住  所 水俣市市渡瀬６５７－１ 

電話番号 ０９０－２５１４－８６２５ 

林 秀俊（社会福祉法人天龍会 監事） 

【連絡先】 

住  所 八代市塩屋町１３－２２（３０６） 

電話番号 （０９６５）３５－６６７８ 

（３）サービス提供に関する苦情や相談は、次の機関にも申し立てることができます。 

八代市役所 高齢者支援課 電話番号 （０９６５）３３－４４３６ 

熊本県国民保険団体連合会 

介護サービス相談窓口(専用電話) 

所在地 熊本県熊本市東区健軍２丁目４番１０号 

電話番号（０９６）２１４－１１０１ 

受付時間９：００～１７：００（月曜日～金曜日） 
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熊本県運営適正化委員会（熊本県

社会福祉協議会内）（専用電話） 

所在地 熊本県熊本市中央区南千反畑町３番７号 

電話番号（０９６）３２４－５４７１ 

受付時間９：００～１７：００（月曜日～金曜日） 

（４）施設は、提供したサービスに係る利用者からの苦情に関して、市町村及び国民健康保

険団体連合会等が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会等からの指導

又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行います。 

（５）苦情の内容等について、記録を整備し、その完結の日から５年間保存します。 

 

１９．施設利用にあたっての留意事項 

 当施設のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適性、

安全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 

持ち込みの制限 

入所にあたり、以下のもの以外は原則として持ち込むこ

とはできません。 

火気（ライター等）・刃物類・その他危険物 

（ただし、施設長の了解がある場合は除く） 

面 会 

面会時間 14：00～16：00 

※ご来訪者は、必ず「面会簿」に記入を行ってくださ

い。なお、来訪される場合、食べ物の持ち込みはご

遠慮下さい。 

外出・外泊 外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。 

食 事 

食事が不要な場合は、事前にお申し出下さい。前日まで

に申し出があった場合には、７(２)に定める「食事の提

供に要する費用」は減免されます。 

施設・設備の使用上の注意 

①居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利

用して下さい。 

②故意に、またはわずかな注意を払えば避けられたにも

かかわらず、施設設備を壊したり、汚したりした場合

には、ご契約者に自己負担により原状に復していただ

くか、又は相当の代価をお支払いいただく場合があり

ます。 

③ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管

理上の必要があると認められる場合には、ご契約者の

居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるも

のとします。但し、その場合、ご本人のプライバシー

等の保護について、十分な配慮を行います。 

④当施設の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ばすよう

な宗教活動、政治活動、営利活動を行うことはできま

せん。 
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禁止行為 

①決められた場所以外での喫煙、飲酒、飲食等 

②従業者又は他の入所者に対し、ハラスメントその他の

迷惑行為を行うこと 

③施設内での金銭及び食物等のやりとり 

④従業者に対する贈物や飲食のもてなし 

⑤従業者及び他の入所者に対する身体的・精神的暴力 

⑥その他決められた以外の物の持ち込み 

ハラスメント防止のための 

取組み 

当施設は、適切な介護サービスの提供を確保する観点

から、職場内において従業者に対する以下のハラスメン

トの防止の為に必要な措置を講じます。ここでいうハラ

スメントとは、行為者を限定せず優越的な地位又は関係

を用いたり、拒否、回避が困難な状況下で下記①から③

のいずれかの行為に該当するものとします。 

①身体的な力を使って危害を及ぼす行為（回避して免れ

た場合も含む）（パワーハラスメント、カスタマーハ

ラスメント、他） 

②個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり貶

めたりする行為（パワーハラスメント、カスタマーハ

ラスメント、他） 

③意に沿わない性的な誘いかけ、公的態度の要求、性的

な嫌がらせ（セクシャルハラスメント） 

 

２０．第三者評価の実施状況  

実施の有無 あり ・  なし 
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重要事項説明書付属文書 

 

１．併設事業及び関連事業等 

〈併設事業所〉 

すずらんの里短期入所生活介護            熊本県指定第 4370200596 号 

すずらんの里デイサービスセンター（通常規模型）   熊本県指定第 4370200554 号 

すずらんの里デイサービスセンター（認知症対応型）  熊本県指定第 4370200554 号 

〈関連事業所及び施設〉 

すずらんの里居宅介護支援事業所           熊本県指定第 4370200315 号 

すずらんの里ヘルパーステーション          熊本県指定第 4370200703 号 

小規模多機能型居宅介護なごみの広場         熊本県指定第 4390200071 号 

 軽費老人ホームすずらん苑 

 養護老人ホームすずらんの杜（特定施設入居者生活介護）熊本県指定第 4370202899号 

有料老人ホームすずらん流荘（特定施設入居者生活介護）熊本県指定第 4370203442 号 

 

２．施設周辺環境 

  日本三大急流「球磨川」の下流に位置し、風光明媚な田園地帯にありながら八代商店街ま

で車で８分の距離にあります。アクセスは、八代駅より車で１５分 

 

３．契約締結からサービス提供までの流れ 

   ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成す

る「施設サービス計画」（ケアプラン）に定めます。 

  「施設サービス計画（ケアプラン）」の作成及びその変更は次のとおり行います。 

  （契約書第２条参照） 

① 当施設の介護支援専門員（ケアマネージャー）に施設サービス計画の原案作成やそのた

めに必要な調査等の業務を担当させます。 

  ② その担当者は、施設サービス計画の原案について、ご契約者及びその家族等に対して説

明し、同意を得たうえで決定します。 

  ③ 施設サービス計画は、３カ月に１回もしくはご契約者及びその家族等の要請に応じて、

変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びその家族

等と協議して、施設サービス計画を変更します。 

  ④ 施設サービス計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付し、その内容を

確認していただきます。 

 

４．サービス提供における事業者の義務 

   当施設は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります 

① ご契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。 

② ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師または看護職員と連携のうえ、

ご契約者から聴取、確認します。 

③ 非常災害に関する具体的な計画を策定するとともに、ご契約者に対して、定期的に避難、

救出その他必要な訓練を行います。 
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④ ご契約者が受けている要介護認定の有効期間満了日の３０日前までに、要介護認定更新

の申請のために必要な援助を行います。 

⑤ ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するとともにご契約者

または代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

ご契約者が日常生活上必要な行政手続きのうち金銭にかかるもの（高額介護サービス費

の申請等）を行います。 

⑥ ご契約者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。ただし、ご契約

者または他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録を

記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。 

⑦ 事業者及びサービス従事者または従業員は、サービスを提供するにあたって知り得たご

契約者またはご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。（守秘義

務） 

ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には医療機関にご契約者の心身等

の情報を提供します。また、ご契約者の円滑な退所のための援助を行う際には、あらかじ

め文書にて、ご契約者の同意を得ます。 

 

５．損害賠償について 

  当施設において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やか

にその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。但しその損害の発

生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれた心身の状況を

斟酌して相当と認められる場合には事業者の損害賠償責任を減じる場合もあります。 
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個人情報保護の利用目的 

 

 介護老人福祉施設すずらんの里では、ご契約者の尊厳を守り安全管理に配慮する個人情報保

護方針の下、ここに利用目的を特定します。あらかじめご契約者の同意を得ないで、必要な範

囲を超えて個人情報を取り扱うことはいたしません。 

 

【ご契約者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

１．すずらんの里内部での利用目的 

 １）当事業所がご契約者等に提供する介護サービス 

 ２）介護保険事務 

 ３）介護サービスの利用に係る当事業所の管理運営業務のうち次のもの 

  ① 会計、経理 

  ② 事故等の報告 

  ③ 当該ご契約者の介護・医療サービスの向上 

２．他の介護事業者等への情報提供を伴う利用目的 

 １）当施設がご利用者等に提供する介護サービスのうち 

  ① 利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所 

等との連携(サービス担当者会議等)、照会への回答 

  ② その他の業務委託 

  ③ ご契約者の診療等にあたり、外部の医師の意見、助言を求める場合 

  ④ 家族等への心身の状況説明 

 ２）介護保険事務のうち 

  ① 保険事務の委託(一部委託を含む) 

  ② 審査支払い機関へのレセプト提出 

  ③ 審査支払い機関または保険者からの照会への回答 

 ３）損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

【上記以外の利用目的】 

１．当事業所内部での利用に係る利用目的 

 １）当事業所の管理運営業務のうち次のもの 

① 介護サービスや業務の維持・改善の基礎資料 

② 当施設等において行われる学生等の実習への協力 

③ 当施設において行われる事例研究 

２．他の事業者等への情報提供に係る利用目的 

１）当事業所の管理運営業務のうち 

 ① 外部監査機関への情報提供 

 

尚、上記１、２の利用についても利用者のご意思に反する場合は、そのお申し出さえあれば、

利用することはありません。その場合も、従来と変わらず適切な介護サービスを受けられるこ

とは変わりありません。 
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【利用範囲】 

１．介護保険法で義務として明記されているもの 

 １）サービス提供困難時の事業者間の連絡、紹介等 

 ２）居宅介護支援事業者等との連携 

 ３）ご契約者が偽りその他不正な行為によって保険給付を受けている場合等の市町村への 

通知 

 ４）ご契約者に病状の急変が生じた場合等の主治医への連絡等 

２．行政機関等への対応として義務づけられているもの 

 １）市町村による文書等提出の要求への対応 

 ２）厚生労働大臣又は都道府県知事による報告命令、帳簿書類等の提示命令等への対応 

 ３）都道府県知事による立入検査等への対応 

 ４）市町村が行うご契約者からの苦情に関する調査への協力等 

 ５）事故発生時の市町村への連絡 

 

 

 

 


